
第 1回 志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会【通学・制服・PTA 部会】 

会 次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 出席者紹介 

４ 志布志市松山地域学校統合準備委員会等設置規程について 

５ 志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会について 

６ 報 告 

松山地域小・中学校児童・生徒へのアンケート実施報告 

７ 議 事 

(1) 制服、体育服等の取扱いについて 

(2) 通学方法、スクールバスの運行基準について  

(3) 部会員の追加について 

(4)  その他 

８ 閉 会 

教育委員会出席者 

課名 職名 氏名 

教育総務課 

課長 児玉 雅史 

総務施設グループリーダー 橋本 淳二 

総務施設グループサブリーダー 兒玉 憲一 

総務施設グループサブリーダー 徳重 康成 

日時 令和７年 11 月 26 日（水）15：30～16：30 

場所 志布志市立尾野見小学校 



志布志市松山地域学校統合準備委員会等設置規程 

 （設置） 

第１条 松山地域の学校統合の円滑な推進を図り、もって学校教育の推進及び

教育環境の向上に資するため、志布志市松山地域学校統合準備委員会（以下

「委員会」という。）及び志布志市松山地域学校統合準備委員会専門部会

（以下「部会」という。）を置く。 

 （委員会の所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

 式典行事に関すること。 

 教育環境の整備に関すること。 

 校名、校歌、校章等に関すること。 

 学校運営等に関すること。 

 教育課程に関すること。 

 交流学習及び児童生徒（学齢期前の子供を含む。）の交流に関すること。 

 通学路、通学方法及び安全対策に関すること。 

 制服に関すること。 

 ＰＴＡの組織運営及び交流に関すること。 

 その他松山地域の学校統合に関し必要な事項 

 （委員会の組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員24人以内で組織する。 

２ 委員長は、市立松山中学校長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから志布志市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が委嘱する。 

 松山地域の市立小学校の校長 

 松山地域の市立学校の児童生徒の保護者 

 松山地域のコミュニティ協議会の代表者 

 松山地域の市立学校の学校運営協議会の委員 

 松山地域の認定こども園等の代表者 

 松山地域の認定こども園等の児童の保護者 

 その他教育委員会が適当と認める者 

 （委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

が指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 
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２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

 （部会の所掌事務） 

第６条 次の各号に掲げる部会において、第２条各号に定める事務の調査検討

を行い、その結果を委員会へ報告する。 

 総務部会 

 学校運営・教務部会 

 通学・制服・ＰＴＡ部会 

 （部会の組織） 

第７条 各部会は、部会長及び部員20人以内で組織する。 

２ 各部会長は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をもって充て

る。 

 総務部会長 市立松山小学校長 

 学校運営・教務部会長 市立泰野小学校長 

 通学・制服・ＰＴＡ部会長 市立尾野見小学校長 

３ 各部会の部員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 松山地域の市立学校の教頭、教職員等 

 松山地域の市立学校の児童生徒の保護者 

 松山地域のコミュニティ協議会の代表者 

 松山地域の市立学校の学校運営協議会の委員 

 （準用） 

第８条 第４条の規定は、部会長について準用する。 

２ 第５条の規定は、部会の会議について準用する。 

 （庶務） 

第９条 委員会及び部会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

 （その他） 

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年９月25日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。 
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専門部会
部員 人数 正 副

学校教育課
生涯学習課

松山地域学校統合準備委員会　組織図

小学校長

小中ＰＴＡ 4

交流学習・児童生徒の交流

通学・制服・ＰＴＡ部会
通学路・通学方法

構成 庶務担当
検討事項

◎松山小校長

学校運営・教務部会

総務部会

こども園等 3

閉校、開校等の式典行事
学校財産
沿革史
教育環境の整備

3

構成
委員 人数

◎松山中校長 1

小中ＰＴＡ 4
コミュニティ協議会 3

4
学校運営、グランドデザイン等

ＰＴＡの交流

教育総務課

担当教諭 4

教育総務課

計 13

1
教頭 4

◎泰野小校長 1

計 20

学校教育課

教頭 4
教務担当教諭 4

4

学校教育課 教育総務課

事務職員 4
コミュニティ協議会 3

松
山
地
域
学
校
統
合
準
備
委
員
会

◎尾野見小校長 1
教頭 4

担当教諭 4

校名・校章・校歌

担当教諭 4

庶務担当
教育総務課

その他
学校運営協議会

スクールバスの運行基準・経路

学校運営協議会

合計 46

3こども園等保護者

計 24 教育課程

「教育のまち 松山」の目指す具体像と
実現するための施策

制服、体育服等の取扱い
ＰＴＡの組織運営、規約等

その他 3

計 13
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区分 備考

1 委員長 松山中学校　校長

2 松山小学校　校長

3 泰野小学校　校長

4 尾野見小学校　校長

5 松山小学校保護者代表

6 泰野小学校保護者代表

7 尾野見小学校保護者代表

8 松山中学校保護者代表

9 新橋地区コミュニティ協議会

10 泰野校区コミュニティ協議会

11 尾野見コミュニティ協議会

12 松山小学校学校運営協議会

13 泰野小学校学校運営協議会

14 尾野見小学校学校運営協議会

15 松山中学校運営協議会

16 城南保育園　園長

17 みどり保育園　園長

18 城南保育園　保護者代表

19 みどり保育園　保護者代表

20 さゆり保育園　保護者代表

21 鹿児島大学教授

福田　裕生 教育長

児玉　雅史 教育総務課長

淀　修司 学校教育課長

橋本　淳二 教育総務課総務施設グループリーダー

兒玉　憲一 教育総務課総務施設グループサブリーダー

徳重　康成 教育総務課総務施設グループサブリーダー

志布志市松山地域学校統合準備委員会

事務局

志布志市教育委員会
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志布志市松山地域学校統合準備委員会及び専門部会の基本的な考え方 

１ 志布志市松山地域学校統合準備委員会の基本的な考え方 

  令和11年４月の学校開校に向けて円滑な準備を図ることを目的に、必要な事項を協議し、

基本方針を決定する。（準備委員会は３回/年程度 実施） 

  各専門部会で協議したことを、準備委員会に報告、協議、了承したものが準備委員会の統

一意見となります。 

２ 専門部会の基本的な考え方 

  各専門部会【総務部会】【学校運営・教務部会】【通学・制服・PTA 部会】において、統合 

準備における詳細を協議し、準備委員会に報告。（各部会３回/年 実施） 

  児童生徒アンケートにあった思いに寄り添って、協議を進めて行きたいと思います。 

市

教育委員会

準備委員会

各専門部会

市

【最終決定】

教育委員会（案）

決定

準備委員会（案）

協議～決定

各部会ごとに協議

部会（案）に作成
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専門部会
部員 人数

志布志市松山地域学校統合準備委員会　専門部会

その他

計 13

その他

計 13

校名・校章・校歌

担当教諭 4

その他

学校運営協議会

教頭 4

4

事務職員

合計 46

教育課程

「教育のまち 松山」の目指す具体像と実現す
るための施策

制服、体育服等の取扱い

ＰＴＡの組織運営、規約等

※その他必要な事項については、該当する部会にお
いて協議するものとする。

◎尾野見小校長 1

教頭 4

担当教諭 4スクールバスの運行基準・経路

教務担当教諭 4

20

小中ＰＴＡ 4

交流学習・児童生徒の交流

３ 通学・制服・ＰＴＡ部会

通学路・通学方法

学校運営、グランドデザイン等

ＰＴＡの交流

担当教諭 4

◎泰野小校長 1

構成
検討事項

◎松山小校長

２ 学校運営・教務部会

１ 総務部会

閉校、開校等の式典行事

学校財産

沿革史

教育環境の整備

1

教頭 4

3

4

コミュニティ協議会

計
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区分 備考

1 通学・制服・PTA部会　部長 尾野見小学校　校長

2 松山小学校　教頭

3 泰野小学校　教頭

4 尾野見小学校　教頭

5 松山中学校　教頭

6 松山小学校　担当教諭

7 泰野小学校　担当教諭

8 尾野見小学校　担当教諭

9 松山中学校　担当教諭

10 松山小学校　保護者代表

11 泰野小学校　保護者代表

12 尾野見小学校　保護者代表

13 松山中学校　保護者代表

志布志市松山地域学校統合準備委員会　【通学・制服・PTA部会】
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制服、体育服等の取扱いについて

１ 今回の部会で協議すること 

(1) 制服の取扱いについて方針案の協議（令和８年度 ７～８月までに方針決定）

ア 令和９年度に小学校１年生、中学校１年生になる児童生徒の制服の取扱い

イ 現年長～小学校２年生の制服の取扱い

(2) 必要最低限統一が必要と思われるもの（指定用品等）を協議

２ 制服の取扱いについて 

制服検討（案） 課題等 

【共通】 

①新規に制服を作成 

デザインの検討 

着用する学年の検討 

児童生徒や保護者の意

向をアンケート等で確認

する。 

・新しい学校への親近感が生まれる。 

・R11 以降入学する児童は必須になる。 

・着用する学年によっては、新規制服への

買い替えによる費用負担が増える。 

・R9 小学校１年生、中学校１年生になる児

童生徒の取扱いを検討する必要がある。 

【小学生】 

②現在着用している

制服を活用 

現在、年少～小学校２年

生の児童はそのまま活用

する。 

・新たな費用負担がない。 

・選定にかかる時間や労力が不要。 

・R10 に小１・小２になる児童、保護者の

心情（制服の愛着、負担増への不安等） 

・R11 以降入学する児童は新しい制服が必

須になる。 

・必要最低限統一する必要があるものは検

討する必要がある。 

【中学生】 

③松山中制服活用 

中学生は、現在松山中生

徒が着用している制服を

そのまま採用する。 

・松山地域で親しまれている制服を継続し

て使用することが可能。 

・選定にかかる時間や労力が不要。 

・必要最低限統一する必要があるものを検

討する必要がある。 

④制服なし 

・児童生徒のアンケートでは制服なしの意

見がある。 

・統一感がなくなる。 

・新たな服装の基準が必要になってくる。

・保護者の負担増。 

学校統合
R7 R8 R9 R10 R11
小５ 小６ 中１ 中２ 中３
小４ 小５ 小６ 中１ 中２
小３ 小４ 小５ 小６ 中１
小２ 小３ 小４ 小５ 小６
小１ 小２ 小３ 小４ 小５
年長 小１ 小２ 小３ 小４
年中 年長 小１ 小２ 小３
年少 年中 年長 小１ 小２
3歳児 年少 年中 年長 小１

学
年
推
移
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【参考】金峰学園（南さつま市）の制服・指定用品等について   令和５年４月開校

【指定用品一覧】 金額 【制服】 金額（税込） 

半袖体育シャツ 2,540 ブレザー【紺】 23,300 

体育ハーフパンツ 2,640 長袖ニットシャツ【青白緑黄】 4,900 

長袖体育シャツ 2,750 冬夏兼用スラックス 

【チェック柄】 

男 12,900 

上履き（シューズ） 780 女 14,900 

上履き（スリッパ） 1,370 冬夏兼用スカート【チェック柄】 12,900 

体育帽子（赤白帽） 780 冬夏兼用キュロット【チェック柄】 23,900 

体育帽子（キャップ） 1,390 半袖ニットシャツ【青白緑黄】 4,500 

体育館シューズ（ひもなし） 2,200 半袖ポロシャツ【紺・白】 4,900 

体育館シューズ（ひもあり） 2,370 
夏スラックス（オプション）【チェック柄】

男 12,300 

体育ジャージ上 5,500 女 14,200 

体育ジャージ下 4,260 夏スカート（オプション）【チェック柄】 12,400 

通学用３WAY バッグ 8,730 ネクタイ【青赤緑橙桃】 1,900 

通学靴（シグマ） 2,830 リボン【青赤緑橙桃】 1,900 

・全体的な行事のみ金峰学園の体育服を着用 

・１～６年生はランドセルを使用 

・教育委員会からの斡旋はなく、購入は地元の販売業者に来店し購入している。 

男子 女子① 女子②

女子③

・新制服を５年生以上の全生徒が着用 

・１～４年生は現在着用している制服着用 

・体育服は、全学年が金峰中学校体育服に統一 
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【参考】祁答院小学校（薩摩川内市）の制服・体育服等について  令和６年４月開校

-29-



通学方法、スクールバスの運行基準について 

１ 今回の部会で協議すること 

(1) スクールバスの運行基準（令和８年度に方針決定） 

   志布志市通学バス運行規程を基準とするが、通学時の安全性の観点から通学距離に

限らない基準を協議 

２ 通学方法 

小学生 中学生 

・徒歩 

・スクールバス 

・徒歩 

・スクールバス 

・自転車（通学距離が２キロメートル以上）

⇒松山中学校の決まりより 

３ スクールバスの運行基準 

通学距離以外で利用できる基準（考えられるもの） 

・通学路の安全確保が困難な場合（例：歩道がない、事故多発場所等） 

・兄弟姉妹の取扱い（例：自宅から学校まで５ｋｍ 兄：自転車、妹スクールバス） 

【参考】他市の状況 

金峰学園（南さつま市）令和５年４月開校 薩摩川内市 

原則、自宅から学校までの距離が小学生は４

ｋｍ以上、中学生は６ｋｍ以上とする。 

・金峰学園は、学校再編により、本来、通学予

定の学校が遠くなったため、小学生のみ学校か

ら２ｋｍ以上の位置に乗降場所を設け、スクー

ルバスの利用を可能とする。 

・身体的な事由により、医師が必要と認める場

合には、スクールバスの利用を可能とする。

小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃

止等により、通学区域が変更となった別表の区

域に居住する者のうち教育委員会が必要と認め

た者。 

 障害のある児童又は生徒のうち通学が著しく

困難であると教育委員会が認めた者で、原則とし

て、通学距離が片道４キロメートル以上の児童又

は片道６キロメートル以上の生徒。

（通学バスを利用できる児童生徒） 

第５条 通学バスを利用できる児童生徒は、市立学校の統廃合により遠距離通学となる

者であって、原則として片道の通学距離が小学校では４キロメートル以上、中学校で

は６キロメートル以上のものとする。 

【志布志市通学バス運行規程（平成 25 年６月 21 日 教育委員会告示第１号）】抜粋 
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【参考】令和 11 年度 学校統合後の児童生徒見込み 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全学年合計

松山小学校 4 7 4 7 4 10 36

泰野小学校 4 5 3 4 2 6 24

尾野見小学校 2 5 8 9 8 10 42

学年別合計 10 17 15 20 14 26 102

１年 ２年 ３年 全学年合計

松山中学校 23 31 30 84

統合後合計
186

４ 今後協議すること 

(1) スクールバス運行経路 

(2) 停留所設置箇所 
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○志布志市通学バス運行規程 

平成25年６月21日 

教育委員会告示第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、志布志市通学バス（以下「通学バス」という。）を運行

することにより、市立学校の統廃合により遠距離通学となる児童生徒の通学

手段を確保し、もって教育環境の向上を図ることを目的とする。 

（運行管理者） 

第２条 通学バスの運行は、志布志市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が実施し、その運行管理は、教育委員会が任命した学校長（以下「運

行管理者」という。）が行う。 

２ 運行管理者は、教育委員会及び運転者と緊密に連絡を取り、円滑な通学バ

スの運行に努めなければならない。 

（運行区間） 

第３条 通学バスの運行区間は、教育委員会が定める区間とする。ただし、風

雪、降雨、異常気象等により通学バスの運行の安全確保に支障を生ずるおそ

れがあると運行管理者が認めるときは、当該区間若しくは運行時刻を変更

し、又は運行を中止することができる。 

２ 前項の規定により区間等を変更し、又は運行を中止したときは、運行管理

者は、直ちに教育委員会にその旨を連絡しなければならない。 

３ 児童生徒の通学のための運行に支障がない場合で、教育委員会が特に必要

があると認めるときは、区間外で通学以外の運行をすることができる。 

（運行時刻） 

第４条 通学バスは、出校日に登下校の往復を教育委員会が定める時刻により

運行する。 

（通学バスを利用できる児童生徒） 

第５条 通学バスを利用できる児童生徒は、市立学校の統廃合により遠距離通

学となる者であって、原則として片道の通学距離が小学校では４キロメート

ル以上、中学校では６キロメートル以上のものとする。 

２ 前項の児童生徒が通学バスに乗車するときは、教育委員会が発行する通学

バス乗車証明書（様式第１号）を携帯しなければならない。 

（利用者の義務） 

第６条 通学バスを利用する児童生徒は、運行管理者の指示事項に従い、車内

の風紀清潔等に配慮し、誠実に利用しなければならない。 

（運転者の義務） 

第７条 運転者は、運行管理者の指示に従い、関係法令を遵守し、安全運転に
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努めなければならない。 

（事故の場合の措置等） 

第８条 運転者は、事故が発生したときは、道路交通法（昭和26年法律第185

号）第72条第１項に規定する措置を講じなければならない。 

２ 運転者は、前項の措置後、直ちに教育委員会及び運行管理者に通報すると

ともに、事故報告書（様式第２号）により教育委員会に報告しなければなら

ない。 

３ 教育委員会は、前項の事故報告書を受けたときは、速やかに事実を調査す

るとともに、事故調査書を作成し、市長に報告するものとする。 

（運転業務等の委託） 

第９条 通学バスの運転及び整備に関する業務については、委託することがで

きる。 

（その他） 

第10条 この規程に定めるもののほか、通学バスの運行に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 
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部会員の追加について 

10 月 29 日（水）に実施した、志布志市松山地域学校統合準備委員会の中で委員より【通

学・制服・PTA 部会】の部員について、今後のことを考えていく上では保育園の保護者も入

れるべきではないかとの意見があったことから本部会の中で協議をするもの。 

【通学・制服・PTA 部会】 

現【通学・制服・PTA 部会】13 人 

⇒

（案）【通学・制服・PTA 部会】16 人

１ 尾野見小学校校長 １ 尾野見小学校校長 

２ 松山小学校教頭 ２ 松山小学校教頭 

３ 泰野小学校教頭 ３ 泰野小学校教頭 

４ 尾野見小学校教頭 ４ 尾野見小学校教頭 

５ 松山中学校教頭 ５ 松山中学校教頭 

６ 松山小学校担当教諭 ６ 松山小学校担当教諭 

７ 泰野小学校担当教諭 ７ 泰野小学校担当教諭 

８ 尾野見小学校担当教諭 ８ 尾野見小学校担当教諭 

９ 松山中学校担当教諭 ９ 松山中学校担当教諭 

10 松山小学校保護者 10 松山小学校保護者 

11 泰野小学校保護者 11 泰野小学校保護者 

12 尾野見小学校保護者 12 尾野見小学校保護者 

13 松山中学校保護者 13 松山中学校保護者 

           は部会長 14 城南保育園保護者 

15 みどり保育園保護者 

16 さゆり保育園保護者 

＜今後の流れ＞ 

第２回志布志市松山地域学校統合準備委員会において報告・協議を行う。 

準備委員会において承認の際は、第２回【通学・制服・PTA】部会から参加。 

志布志市松山地域学校統合準備委員会等設置規程より抜粋 

第７条 各部会は、部会長及び部員 20 人以内で組織する。
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松山地域学校統合準備委員会 専門部会での協議事項（案） 

令和７年度 

総務部会 協議事項 

第１回 

令和７年 11 月 

(1) 校名、校章、校歌について 

  ア 学校名称の選定方法について 

  イ 校章の選定方法について 

  ウ 校歌の作詞作曲の選定方法について 

(2) 閉校式典行事について 

  ア 閉校式典の進め方について 

(3) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年 1月～２月 

(1) 校名、校章、校歌について 

(2) 閉校式典行事について 

(3) 学校財産について 

学校運営・教務部会 協議事項 

第１回 

令和７年 

11 月６日（木） 

(1) 交流事業について 

ア 令和８年度児童・生徒間交流事業計画について 

(2) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年 1月～２月 

(1) 交流事業について 

(2) 学校運営、グランドデザイン、「教育のまち松山」

を目指す施策について 

通学・制服・PTA 部会 協議事項 

第１回 

令和７年 11 月 

(1) 制服、体育服の取扱いについて 

  ア 取扱い方針（案）策定 

(2) 通学路、通学方法及びスクールバスの運行基準・経

路について 

(3) 「教育のまち松山」を目指す施策について 

ア アンケート結果報告 

第２回 

令和８年１月～２月 

(1) 制服、体育服の取扱いについて 

(2) 通学路、通学方法及びスクールバスの運行基準・経

路について 
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令和11年度

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 4月
10/29

1/20金
峰学園
視察

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

12/16 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1
開校、閉校等の式典行
事

閉校
式

2 学校財産

3 沿革史

4 教育環境の整備

5 校名・校章・校歌 校名
決定

校章・
校歌決
定

6 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

11/6 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1
学校運営、グランドデザ
イン等

2
「教育のまち松山」の目指す
具体像と実現するための施策

3 教育課程

4
交流学習・児童生徒の
交流

次年度
計画作
成

次年度
計画決
定

３小学
校合同
遠足
(案)

5 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

11/26 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

1 通学路・通学方法

2
スクールバスの運行基
準・経路

スクールバ
ス運行に係
る予算要求

3
制服、体育服等の取扱
い

4
PTAの組織運営、規約
等

5 PTAの交流

6 その他 予算
要求

予算
要求

予算
要求

予算
要求

総務部会

学校運営・教務部会

通学・制服・PTA部会

義
務
教
育
学
校
開
校

児童生徒への
アンケート実
施

松山地域学校
統合準備委員会

松山地域の学校統合準備委員会・義務教育学校開校準備 今後のスケジュール 【随時更新】
主な業務 令和10年度（１年前）令和９年度（２年前）令和８年度（３年前）令和７年度（４年前）

協議・方針
（案）決定

広報・周知
校名（案）

候補決定

校章・校歌協

振り返り・次年度計画（10月まで） 実施・振り返り・次年度計画（10月まで） 実施

実施・振り返り・次年度計画 実施・振り返り・次年度計画 実施

協議

閉校式計画・準備 閉校式準備
開校式計画・準備閉校式計画・開校式計画

進め方、在り方、組織、会則、規約等協議

進め方、計画等協議 校名募集 校章・校歌協議 校章(案)・校歌

（案）決定

進め方等協議

最
終
決
定

最
終
決
定

方針決定

校舎建築工事
備品整備

取扱い等協議

備品整備計画

概略・方針案作成 スクールバス停留所、運行路線等計画策定

計画

案
策
定

計画

計画

計画

計画

計画

運行基準協議
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